
第３回 新斎場整備推進本部会議 

 

日 時：令和７年１０月１４日（火） 午前９時１５分から  

会 場：第１特別会議室 

 

１ 報告事項 

新斎場整備予定地の地権者への対応状況について【資料非公開】 

 

２ 審議事項 

市営斎場における残骨灰の処理方法の変更について 

 

３ その他 

 

以 上   
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残骨灰の処理方法の変更について審議事項 市営斎場における残骨灰の処理方法の変更について
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【残骨灰とは】
火葬後に遺族等が収骨し、火葬後に骨壺に収めずに残った焼骨（以下「残

骨」という。）、棺の釘や台車保護剤などを総称して残骨灰と呼ばれている
（法令等の規定は無い）。
また、残骨灰の中には、ダイオキシン類や六価クロムなどの「有害物質」が

含まれているほか、歯科診療などに使用される貴金属「有価物」も含まれる。
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１ 現在の処理方法

専門業者は関係法令等に基づき、次のとおり残
骨灰を処理している。
①残骨は慰霊・供養の対象として全国火葬場残
骨灰諸霊供養塔に埋蔵

②残骨以外は有害物質の無毒化など、関係法令
等に基づき処理

※有価物の売却等に関する取り決めは無し。

故人の火葬

焼骨（墓埋法）
遺族等が骨壷等に収
めて持ち帰る

残骨灰
指定管理者が残骨灰の
処理を専門業者に委託

市営斎場条例で火葬炉利用者は、焼骨を引き
取らなければならない旨規定（第１４条）
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２ 残骨灰の売却案
〇売却方法 競争入札（残骨灰そのものを売却）
〇収入見込み額 約３８，０００千円 １体4,500円×8,500件
〇充当先 火葬需要増加対策へ充当 ※当面は市営斎場における火葬時間の延長や維持管理

などの費用に充当
〇実施時期 令和８年度から実施
〇課題 ・市民理解の醸成 ⇒ 市ホームページ等により理解醸成を図っていく。

・有価物の価格の変動により安定的な収入額が見込めない 等
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３ 残骨灰の売却の流れ

※１ 残骨灰の所有権は、収骨前は遺族にあるものの、収骨後に残った骨は市町村に移るとされている。
【大審院（現在の最高裁判所）判決（明治43年及び昭和14年）】
⇒遺族等が持ち帰らなかった段階で所有権を放棄したと解釈

※２ 火葬場から排出される灰を宗教的感情の対象とする場合は廃棄物処理法の「廃棄物」に該当しない。
【厚生労働省厚生労働省健康局生活衛生課長通知（平成２２年７月２９日）】。
⇒売却を行っている多くの都市（大都市公営葬務事業協議会の調査結果より）では残骨のみを宗教
的感情の対象とし慰霊・供養を行っている。

故人の火葬

焼骨（墓埋法）
遺族等が骨壷等に収
めて持ち帰る

残骨灰
市が資源として売却
（保管は指定管理者）

市営斎場条例で火葬炉利用者は、焼骨を
引き取らなければならない旨規定

残骨灰（入札により売却）

所有権について（※１）

残骨 有価物
（金、銀、プラチナ等）

その他
（燃焼残渣等）

条件

慰霊・供養の対象
（※２）
全国火葬場残骨灰
諸霊供養塔などに
埋蔵

慰霊・供養の対象外（関係法令等に基づき処
理）

事業者が有価物を抽出し
売却

有害物質の無害化
などを行い「廃棄
物」として処理

条件
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